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Ⅰ．７ 民間賃貸住宅の有効活用に向けた居住支援サービスの提供手法 

 

Ⅰ．７．１ はじめに 

住宅セーフティネット機能を高め、住宅確保要配慮世帯の需要に的確に対応するためには、公営住

宅等ストックの戦略的活用に加えて、民間賃貸住宅（空き家）がＳＮ住宅として有効に活用されるこ

とが必要不可欠である。そのためには、民間賃貸住宅の家主が住宅確保要配慮者に住宅を提供する上

での不安となる要因等を解消するための居住支援サービスの提供・充実が必要不可欠である。 

このため、Ⅰ.７では、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居に係る不安・問題要因を整理し、 

不安・問題要因の解消に必要となる居住支援サービスの提供事例を整理して提示する。 

また、ケーススタディ対象の地方公共団体（Ａ市及びＢ市）における居住支援サービスの提供の実

態を調査し、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑入居に係る居住支援サービスの提供の考え方、

ポイント・留意点等について整理して提示する。 

調査・検討のフレームを図Ⅰ.7.1に示す。 

 

  

○ 対象地方公共団体における居住支援サービス

提供の実態 

・対象地方公共団体（Ｋ市及びＭ市）について、

Ⅰ.７.２で整理した居住支援サービスのメニュ

ーごとに、現在提供されているサービスの有無

や提供サービスの実態、サービス課題上の課題

の調査・整理 

○ 居住支援サービスの提供の考

え方等の整理 

・調査結果を踏まえ、住宅確保要

配慮者の民間賃貸住宅への円滑

入居に係る居住支援サービスの

提供の考え方、ポイント・留意

点等について整理 

Ⅰ.７.３ 対象地方公共団体における住宅確保要配慮者向けの居住支援サービスの

提供の考え方 

Ⅰ.７.２ 民間賃貸住宅への入居に係る不安・問題要因と居住支援サービスの整理 

○ 民間賃貸住宅への入居に係る不安・問題

要因の整理 

・住宅確保要配慮者の属性ごとに、民間賃

貸住宅への円滑入居の阻害要因となりう

る不安・問題要因の整理 

○不安・問題要因を解消する居住支援

サービスの整理 

・不安・問題要因を解消するために必要

とされる居住支援サービスのメニュ

ーや代表的な事例の整理 

図Ⅰ.7.1 調査・検討のフレーム 
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Ⅰ．７．２ 民間賃貸住宅への入居に係る不安・問題要因と居住支援サービスの整理 

住宅確保要配慮者の属性（高齢者、小さな子どものいる世帯、身体障害者注１）、精神・知的障害者、

外国人等）ごとに、民間賃貸住宅への円滑入居の阻害要因となりうる要因（家主が不安と感じる要因）

や、入居後の入居者本人にとっての生活上の問題となりうる要因（以下「不安・問題要因」という。）

を抽出し、「入居前（物件探し・契約時）」、「入居中」、「退去時（退去・死亡時）」という時間軸で整理

する。 

また、不安・問題要因を解消するために必要とされる居住支援サービスのメニューや代表的な事例

を対応させて整理する。 

表Ⅰ.7.1 に住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居に係る不安・問題要因と、それらの不安・問

題要因の解消に必要と考えられる居住支援サービスについて対応させて整理した結果を示す。入居中、

入居前、退去時の各段階で発生する不安・問題要因への対策として、最右欄に①～⑫の 12 の居住支

援サービスを整理して示している。なお、「⑨ 生活支援サービス（見守り・安否確認、各種の生活相

談等）の提供」、「⑩ 家財・残置物の整理・処分、葬儀代行サービス（損失家賃補償・遺品整理・葬儀

等に係る費用に対する保険等）の提供」については、それぞれ入居中、退去時（死亡時）の段階で必

要とされる居住支援サービスであるが、これらサービスが提供されることで、住宅確保要配慮者の民

間賃貸住宅への入居の円滑化につながるものであるため、入居前の段階での属性による入居制限を解

消するためのサービスとしても記載している。 

また、表Ⅰ.7.2 に不安・問題要因の解消に係る各居住支援サービスのうち、全国的に利用できるサ

ービスについての代表事例を整理した結果を示す。 

改正住宅セーフティネット法（表では紙面の都合上「改正住宅 SN法」と表記している。）に基づく

支援制度として全国で利用可能な制度、全国で幅広く利用できる公益法人や民間事業者等が提供する

サービス等の代表事例を示している。 

 

 

 

 

 

注 

注 1）「障害」者については「障がい」者と表記される場合もあるが、政府の各行政機関が作成する公文書では

「公用文における漢字使用等について」（平成 22年内閣訓令第 1号）等に基づき、原則として「障害」の

表記が用いられており、国の法律（例えば、「障害者自立支援法」）や関係する施設等（例えば、「障害者地

域生活支援センター」）でも「障害」が一般的に用いられている。ケーススタディの対象としたＡ市及びＢ

市の事業制度等の名称についても「障害」の表記が用いられている（後述の表Ⅰ.7.3、表Ⅰ.7.5 参照）。こ

のため本稿では、表現の統一による読みやすさの観点から、「障害者」と表記することとしている。 

なお、「障害」の表記については内閣府でも調査検討がなされているが、表記については様々な用法や意

見があり、例えば文献１）では、「法令等における「障害」の表記について、見解の一致をみなかった現時

点において新たに特定の表記に決定することは困難であると判断せざるを得ない」と結論づけている。 

文献 

文献１）内閣府、『「障害」の表記に関する検討結果について』、平成 22年 11月 22日、「障害」の表記に関する

作業チーム 
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 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居に係る不安・問題要因 
不安・問題要因の解消に必要となる居住支援サービス 

（入居の各段階で必要な居住支援サービス） 基本内容 
住宅確保要配慮者 

賃貸人 
要配慮者の属性毎に異なる不安・問題要因 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１
．
入
居
前
（物
件
探
し
・契
約
時
） 

〇適切な住宅確

保が困難 

高齢者・身体障害者  〇エレベーターの未設置の物件では中層階には入居しにくい 

〇適切な賃借人が確保できない 

（空き家のまま放置） 

① 適切な賃貸住宅（公的賃貸住宅、民間賃貸住宅）の情報提供・住

宅相談（★） 

② 民間賃貸住宅の改修費支援（☆） 

ひとり親世帯 〇育児環境や就労利便を満たす物件に限定されやすい 

多子世帯  〇適正な家賃負担で世帯人数に適した物件の確保が困難 

身体障害者 ○車いすでの生活に適した物件の確保が困難 

〇属性による入居

制限 

高齢者（単身・夫婦） 
〇居室内での死亡事故等に対する不安により、入居制限を受けることが

ある 

⑨ 生活支援サービス（見守り・安否確認、各種の生活相談等）の提供

（★☆） 

⑩ 家財・残置物の整理・処分、葬儀代行サービス（損失家賃補償・遺

品整理・葬儀等に係る費用に対する保険等）の提供（★☆） 

小さな子どものいる世帯・

ひとり親世帯 

〇子どもの泣き声や生活音等による他の入居者とのトラブルへの不安、

住宅の使用方法への不安等により、入居制限を受けることがある 

精神・知的障害者 

〇住宅の使用方法への不安、他の入居者・近隣住民との協調性に対す

る不安等、入居後のリスクが想定できず、障害の程度に関係なく入居

制限を受けることがある 

外国人 

○住宅の使用方法に対する不安、習慣・言葉が異なることによる他の入

居者・近隣住民とのトラブルへの不安等により、入居制限を受けること

がある 

〇契約手続き

が複雑 

高齢者 〇契約時に契約内容が良く理解できない ③ 契約手続きサポートサービスの提供（★） 

（契約締結時の立ち会い、生活ルール等の説明） 外国人 ○契約時に言葉が通じにくい、契約内容が良く理解できない 

〇保証人等の確

保が困難 

高齢者 
〇身寄りがいない、親族の高齢化等により、緊急連絡先や連帯保証人

の確保が困難 

〇住宅確保要配慮者を入居させた場

合、家賃の滞納トラブルの発生、家賃

の回収不能が懸念 

④ 緊急連絡先代行サービス・保証人代行サービスの提供（★☆） 

 

 ひとり親世帯・外国人 〇家賃支払い能力を担保できないため、連帯保証人のなり手がいない 

 

〇家賃の支払い

（家賃滞納）に

対する不安が

ある 

高齢者 
○資産や収入が少ない（年金のみ、フロー収入がない等）こと等により家

賃滞納の不安 

⑤ 家賃・生活費等の支援（★） 

⑥ 家賃債務保証の実施、家賃債務保証への支援（家賃債務保証事

業に繋ぐため、連帯保証人でなくても身元引受人の確保等）の支援

（★☆） 

⑦ 生活保護受給者の住宅扶助費の代理納付の実施（☆） 

ひとり親世帯 〇不安定な家計収入等により家賃滞納の不安 

生活保護受給者 〇住宅扶助費の生活費への使い込み等による家賃滞納の不安 

２
．
入
居
中 

〇近隣トラブル等

が不安 

高齢者 〇認知症を発症し、徘徊等への不安 〇近隣トラブル等が発生しても、正当事

由の問題から退去を強いることは困難

なことがある 

〇近隣トラブルにより、調整コストの増大

や他の入居者の退去が懸念 

⑧ トラブル防止・対応マニュアルの作成・周知（家主向け研修）（☆） 

小さな子どものいる世帯 〇子どもの泣き声・生活音等による近隣トラブルへの発展が不安 

精神・知的障害者 〇精神不安から近隣トラブルへの発展が不安 

外国人 〇言葉や生活習慣等の違いによる近隣トラブルへの発展が不安 

生活保護受給者 ○言葉使いや生活スタイルにより近隣トラブルへの発展が不安 

〇突然の体調変

化等への不安 

高齢者（単身） 〇自宅で転倒や発病した場合の放置が不安 〇孤立死による事故物件になる懸念 

 （原状回復・空き家の発生等） 

〇身寄りがいない場合、死亡時の残置

物の整理・処分が不安 

○葬儀の実施が不安 

⑨ 生活支援サービス（見守り・安否確認、各種の生活相談等）の提供

（★☆） 
精神・知的障害者（単身） 〇生活不安時、緊急時の対応が不安 

 

３
．
退
去
時 

〇死亡事故 

に対する不安 

高齢者等（単身） 〇病気のまま放置されての死亡や急死等が不安 

高齢者 
〇死亡後の家財・残置物の整理が不安 

○身寄りがいない場合、葬儀の取扱いが不安 

⑩ 家財・残置物の整理・処分、葬儀代行サービス（損失家賃補償・遺

品整理・葬儀等に係る費用に対する保険等）の提供（★☆） 

〇原状回復を 

めぐるトラブル 
全般 ○原状回復ルールが不明、退去時の原状回復費用の請求が不安 〇原状回復をめぐるトラブルの発生 

⑪ 原状回復ルールの明確化・周知（★☆） 

⑫ 第三者による入退去時の立ち合い・査定（☆） 

＜凡例＞ ★：賃貸住宅に入居（入居を希望）する住宅確保要配慮者に対する支援サービス 

 ☆：住宅確保要配慮者に住戸を貸す賃貸人に対する支援サービス 
表Ⅰ.7.1 民間賃貸住宅への入居に係る不安・問題要因と必要となる居住支援サービスの整理 

 

Ⅰ-159～Ⅰ-160 



Ⅰ-160 

 

 

  

 



Ⅰ-161 

 

 必要な居住支援サービス 全国的に利用できる居住支援サービス（制度事業、民間サービス等） 

１
．
入
居
前 

② 民間賃貸住宅の改修費支援

（補助・融資） 

登録住宅の改修の支援

【改正住宅 SN法】   

○登録住宅に対する改修費補助（バリアフリー工事、耐震改修工事、用途変更工事等） 

・補助金の場合：国 1/3（国の直接補助） ・社会資本整備総合交付金の場合：国 1/3＋地方 1/3 

○(独)住宅金融支援機構による登録住宅に対する改修費融資 

③ 契約手続きサポートサービス 外国人向け ○「外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」（(公財)日本賃貸住宅管理協会・平成 17年 3月） 

④ 緊急連絡先代行サービス・保

証人代行サービスの提供 

民間不動産店による保証

人代行サービス（例） 

〇保証委託料：初回契約時：月額賃料の１か月分、賃貸借契約更新時：新賃料の 0.2か月分 

〇保証範囲：家賃、管理費・共益費、駐車場代、毎月家賃と共に支払われる費用 

〇保証対象者：当該不動産店の管理物件に賃貸借契約を締結する入居者 

⑤ 家賃・生活費等の支援 
登録住宅への入居の支援

【改正住宅 SN法】 
○登録住宅に入居する低額所得者の家賃低廉化支援（国 1/2＋地方 1/2。国費上限 2万円/戸） 

⑥ 家賃債務保証の実施、家賃

債務保証への支援 

登録住宅への入居に係る

家賃債務保証の支援 

【改正住宅 SN法】 

○家賃債務保証料への補助（国 1/2＋地方 1/2。国費上限 3万円/戸）  

○家賃債務保証業者の登録・情報提供・(独)住宅金融支援機構の保険引き受け対象 

○居住支援法人による家賃債務保証の実施 

家賃債務保証制度 

（一般財団法人高齢者住

宅財団） 

対象住宅 高齢者住宅財団と家賃債務保証制度の利用に関する基本約定を締結している賃貸住宅（公営住宅は対象外） 

対象世帯 

〇高齢者世帯：60歳以上又は要介護・要支援認定を受けている 60歳未満 
〇障害者世帯：身体障害：１～6級、精神障害１～３級、知的障害：精神障害に準ずる 
〇子育て世帯：18歳以下の扶養義務のある子が同居する世帯（収入階層の 50％未満の世帯に限る） 
〇外国人世帯：在留カード、特別永住者証明書、これらとみなされる外国人登録証明書の交付を受けた者 

保証対象・
保証限度額 

〇滞納家賃（共益費・管理費を含む）：月額家賃 12か月相当の額 
〇原状回復費及び訴訟費用：月額家賃 9か月分相当の額 
※家賃滞納に伴い賃貸住宅を退去する場合に限定する。入居者退去、債務が確定後に保証内容を履行する。入居者に代わり支払った額及び損害金は弁済する 

保証料 〇２年間の保証の場合、月額家賃の 35％    ※原則、契約時に一括支払う。2年毎に保証を更新する場合、都度同率の保証料を支払う 

民間保証会社による家賃

債務保証（例） 

対象世帯 有識者、パートアルバイト、学生、外国籍の人、法人、生活保護受給者、無職者（失業受給資格者証又は年金振込通知書が必要） 

保証対象・
保証限度額 

〇賃料（家賃、管理費、共益費、その他固定費、明渡し不履行による損害金）：月額保証対象額（家賃、管理費、共益費の他月々の固定費の合計）の 24か月分の額 
〇残置物処理費用・法的手続き費用：実費を保証、上限無 
〇入居者死亡時の原状回復費用（単身入居者死亡時）：最大 10万円 

保証料 
〇保証人有のプラン：初回保証料：月額賃料の 40％（最低保証料 20,000円）、更新料：10,000円 
〇保証人無のプラン：初回保証料：月額賃料の 50％（最低保証料 30,000円）、更新料：10,000円   

 

⑦ 生活保護受給者の住宅扶助

費の代理納付の実施 
登録住宅の入居者等の 

支援【改正住宅 SN法】 

○賃貸人からの通知に基づき住宅扶助費等の代理納付の要否を判断するための手続き 

（賃貸人から家賃滞納等に係る情報の保護の実施機関への提供と、保護の実施機関による事実確認） 

２
．
入
居
中 

⑨ 生活支援サービス（見守り・生

活サポート、生活相談等）の提

供 

○居住支援協議会等の居住支援活動に対する補助（定額・国の直接補助） 

民間の見守り・安否確認サ

ービス（例） 

シャープ「テレビ見守りサービスソリューション」 
見守りを必要とする入居者の家庭にあるテレビの使用状況を遠隔で確認できる仕組み 

（見守り管理する人に対してテレビの使用状況をメールで通知する） 

東京ガス「くらし見守りサービス」 
見守りを必要とする入居者のガスの使用状況を遠隔で確認できる仕組み（24時間ガス使用されていない場合、家族等に「ガス未使

用のメール」を発信する） 

日本社宅サービス「見守りセキュリティサービス」 
24時間人感センサーで入居者の動きを感知し、長時間無反応の場合、コールセンターに通知が行く。 

通知を受けたコールセンターは電話で安否を確認し、必要に応じて駆けつけサービスを行う。 

⑧ トラブル防止・対応マニュアル 外国人向け情報 多言語生活情報（(一財)自治体国際化協会） 

３
．
退
去
時 

⑩ 家財・残置物の整理・処分、

葬儀代行サービスの提供 

民間保証会社による原状

回復費用、家財・残置物

整理・処分費代行サービ

ス（例） 

対象住宅 契約者が賃貸借契約を締結する住戸 

対象世帯 契約者（孤独死、自殺、犯罪死に伴う入居者の死亡事故に対する補償） 

保証対象・

保証限度額 

〇原状回復費用保険金：遺品整理費用、清掃・消臭費用、死亡事故によって破損・汚損が生じた修復費用など、原状回復費用が発生した場合の認定額（１事故限度

額 100万円） 

〇家賃保証保険金：死亡事故の発生した戸数における次の家賃損失について、事故発生時から最長 12か月間補償 

ア）空室時：本来の家賃（事故発生時の家賃）×空室期間 

イ）値引時：（本来家賃-値引後家賃）×値引期間 ⇒空室期間と値引期間は通算する （１事故限度額２00万円） 

〇事故見舞金 （１事故限度額 5万円 定額） 

保証料 １戸室あたりの保険料（保証期間１年間）   月払：300円、一時払：3,600円 

民間保証会社による家

財・残置物処分費、葬儀

費用代行サービス（例） 

保証対象 賃貸住宅のオーナー・管理会社向けに開発した商品 

〇残置物・家財物の片づけ費用      〇居室内の修繕費用      〇入居者の葬儀を実施した場合の費用 

保証料例 居室単位（保険金額 30万円の場合）月額 780円 

⑪ 原状回復ルールの明確化・周

知 

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」（国土交通省・平成 23年 8月再改訂） 

「外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」（(公財)日本賃貸住宅管理協会・平成 17年 3月） 

凡例    ：国の制度等    ：全国で利用可能な公的組織や民間の提供するサービス 表Ⅰ.7.2 不安・問題要因の解消に必要となる全国的に利用できる居住支援サービスに係る代表事例の整理 
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Ⅰ．７．３ 対象地方公共団体における住宅確保要配慮者向けの居住支援サービスの  

提供の考え方 

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑入居に向けては、Ⅰ.７.２で整理した各居住支援サービ

スが総合的に提供される必要がある。 

そこで、対象地方公共団体（Ａ市及びＢ市）における居住支援サービスの提供の実態を調査し、そ

の結果を踏まえつつ、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑入居に係る居住支援サービスの提供

の充実化の考え方（ポイント・留意点等）について整理する。 

 

１）Ａ市における対象地方公共団体における居住支援サービス提供の実態・課題と居住支援サー

ビスの提供の充実化の考え方 

Ａ市で提供されている居住支援サービスの提供の実態を表Ⅰ.7.3に示す。また、居住支援サービス

提供の実態・課題からみたサービスの提供の考え方（イメージ）を表Ⅰ.7.4に示す。 

（１）現状の課題 

Ａ市は、既に市単独の居住支援協議会を設立しており、また、住宅確保要配慮者に対する民営借

家への入居支援の仕組みがある。しかし、次のような課題がある。 

ⅰ）様々な属性の住宅確保要配慮者に対するワンストップの住宅確保の仕組みの構築までは至って

いない。 

ⅱ）様々な属性の住宅確保要配慮者に対して、各部局において入居前及び入居中に利用可能な一定

の支援制度は措置されているが、民間賃貸住宅への入居に係る不安・問題要因の総合的な解消と

いう観点からはサービス提供が限定的である。また、住宅部局の居住支援制度と福祉部局の支援

制度との連携が不十分であるため、住まいと福祉の総合的な連携が課題である。 

ⅲ）入居者の死亡時のサービス（家財・残置物処分等）は提供されていない。 

（２）居住支援サービスの提供の考え方 

このため、次の①～③のような観点から、市居住支援協議会の機能を拡充し、要配慮者の入居前

から入居中、退去時に至るシームレスなサービスを提供し、家主が住宅確保要配慮者に民営借家を

貸しやすい環境を整備することが必要と考えられる。 

① 民間賃貸住宅への入居に係る不安・問題要因の解消という観点から、市の既存の支援制度・事業

の強化・充実化を図る。 

② 住宅部局の居住支援制度と、福祉部局の各種支援制度との連携を強化する。 

③ 現在市で制度化されていないサービス（死亡時の家財・残置物処分等のサービス）については、

民間サービスを活用することで連携を図るなど、効率的なサービス提供の体制とする。 

２）Ｂ市における対象地方公共団体における居住支援サービス提供の実態・課題と居住支援サー

ビスの提供の充実化の考え方 

Ｂ市で提供されている居住支援サービスの提供の実態を表Ⅰ.7.5に示す。また、居住支援サービス

提供の実態・課題からみたサービスの提供のイメージを表Ⅰ.7.6に示す。 

（１）現状の課題 

Ｂ市の居住支援サービスの提供の実態からみて、次のような課題がある。 

ⅰ）住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅への入居支援（情報提供・マッチング等）の仕組みが
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構築されていない。 

ⅱ）高齢者には様々なバリエーションの見守り・居住支援サービスが提供されているが、その他の

属性の住宅確保要配慮者に対しては、民間賃貸住宅への入居に係る不安・問題要因の解消という

観点からはサービス提供が限定的で脆弱である。 

ⅲ）入居者の死亡時のサービス（家財・残置物処分等）は提供されていない。 

（２）居住支援サービスの提供の考え方 

現時点において市単位での居住支援協議会が設立されていないが、将来的に中核市の意向を目指

しており、今後、市単位での居住支援協議会の設立による居住支援サービスの提供の充実が課題で

ある。 

現状のサービス提供の実態を踏まえると、次の①～③のような観点から、既存資源を有効に活用

しつなぎ合わせることにより、効率的に居住支援サービスの提供体制を構築し、段階的にサービス

の充実化を図っていくことが実際的であると考えられる。 

① 市の既存の支援制度・事業、県の関連制度をベースに、既存の制度資源等を有効につなぎ合わせ

て住宅部局と福祉部局と連携体制を構築する。 

② 現状不足するサービス（入居中の生活支援、死亡時の対応、転居時の対応等）は全国で利用でき

るサービスを活用（利用斡旋）する。 

③ 既存の民間賃貸住宅への入居に係る不安・問題要因の解消という観点から、市の既存の支援制

度・事業の強化・充実化を段階的に図り、最終的に入居時から生活段階、死亡・退去時に至るシ

ームレスなサービス提供体制を構築する。 

Ｂ市の既存資源を活用した居住支援協議会の体制として、図Ⅰ.7.2に示す構成が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 

【住宅部局】：都市計画部（住宅政策、建築指導、都市計画等） 

【福祉部局】：保健福祉部（生活福祉、障害福祉、高齢者福祉、子育て支援、介護保険等） 

【福祉全般】 

・（社福）市社会福祉協議会 

・市民生委員児童委員連合協議会 

【高齢福祉】 

・（NPO）地域密着型介護サービス協議会 

・市高齢者クラブ連合会 

【障害福祉】 

 ・（社福）市社会福祉事業団 

・市障害者(児)福祉団体連合会 等 

【子育て支援】 

・市青少年相談員連絡協議会 等 

福祉関係団体 不動産関係団体 

・（公社）県宅地建物取引業協会 

（Ｂ市支部） 

・（公社）全日本不動産協会（県本部） 

・（公社）賃貸住宅管理協会（県支部） 

・（一社）全国賃貸不動産管理業協会 

等 

民間団体 

NPO団体（中間支援組織、高齢者福祉・障害者福祉・子育て支援関係の団体等） 

連携 

連携 

連携 

Ｂ市居住支援協議会 

連携 

図Ⅰ.7.2 Ｂ市における居住支援協議会の設立時の構成イメージ 
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 入居の各段階で必要な 
居住支援サービスの内容 

Ａ市が提供する居住支援サービス内容※ 

低所得者・生活保護受給者 高齢者 障害者 ひとり親世帯 外国人 

１
．
入
居
前 

① 適切な賃貸住宅の情
報提供 

③ 契約手続きサポートサ
ービスの提供 

⑥ 家賃債務保証への支
援 

■居住支援制度（まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課） 
・家賃支払い能力があるが、保証人が見つからない者に対して、市が指定する保証会社の利用を促し、協力不動産店、宅地建物取引業団体の協力を得て、入居機会の確保と安定した居住を支援する（支援対象：高齢者、
障害者、外国人、ひとり親、DV被害者一時保護施設退去者等、ホームレス自立支援施設退去者、児童福祉施設等退去者、特定疾患患者） 

【実績】  協力不動産店登録 251店（H29年度末時点）、支援団体 1７団体  利用世帯数（H28年）：2,491件（内訳 高齢者 80%、障害者 8%、外国人 7%、ひとり親世帯 2%等） 

■居住安定化支援事業（転居支援） 
・簡易宿舎の生活保護受給者を民営借家
への転居促進（支援員が付き添い、保証
会社を利用して民営借家に繋ぐ） 
【簡易宿舎の生活保護受給者数】 

1,349人（H27年 5月） →  
672人（H29年 3月） 

＜提供されていない＞ 

■精神障害者地域移行支援特別対策
事業（健康福祉局障害保健福
祉部精神保健課 ）  

・退院可能な精神障害者の地域移行支
援（居住支援制度を活用し、受け皿住
宅探し（GH、民営単身用アパート）、関
係機関の調整等） 
＊平成 30年 3月障害者総合支援法
の改正で「自立生活援助の創設」（Ａ
市は法改正前から支援実施） 

■母子家庭等生活支援事業
（こども未来局こども支
援部こども家庭課 ）  

・生活相談、生活支援講習会
の開催 
【実績】 
・1,500人/年（電話相談を含
む）、相談員は４名体制 

■住宅マニュアルの提供 
■住まいサポート店制度 
（NPO 法人外国人住 ま
いｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）  

・多言語版の住宅マニュア
ル の 提 供 （ 住 宅 の 借 り
方 、住 まい方 、引 っ越 し、
契約等の各種内容 ）  
・外国籍県民の住居支援  

② 民間賃貸住宅の改修
費支援 

＜提供されていない＞ 

■高齢者住宅改造費助成事業 
（健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課） 

・要支援以上の認定を受けた高齢者の住宅が対象。助成対象限
度額 100万円（所得に応じて利用者負担額が異なる）。 

＜提供されていない＞ ＜提供されていない＞ ＜提供されていない＞ 

 ⑤ 家賃・生活費等の支援 

■住居確保給付金事業 
（健康福祉局生活保護・自立支援室） 

・離職等で経済的困窮し、住居喪失した者
（喪失の恐れがある者）に対し、就職に向
けた活動などを条件に、一定期間、家賃
相当分の給付金を支給 
＊離職後２年以内、65歳未満が対象 
＊給付は原則３か月間 

＜提供されていない＞ ＜提供されていない＞ ＜提供されていない＞ ＜提供されていない＞ 

２
．
入
居
中 

⑥ 生活支援サービス（見
守り・生活サポート、生活
相談等）の提供 

■居住安定化支援事業（地域生活定着
支援） 

・簡易宿所の生活保護受給者を民営借家
への転居を促進（生活状況確認、自治
会、家主等調整等） 

■成年後見制度利用支援事業 
・後見開始、保佐開始又は補助開始の審
判請求に係る鑑定費用を助成 

■ひとり暮らし等高齢者見守り事業 
（健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課） 

・75歳以上の高齢単身の内、介護保険サービスを利用しない引
きこもりがちな高齢者を民生委員が重点的に見守り（アンケート
調査を行い、見守り対象を絞り込む） 
【実績】 
・H26年の調査対象は 46,762名、内見守り対象は 243名 
■高齢者等緊急通報システム事業 
（健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課） 

・自宅に緊急通報システムを設置 
・対象は 65歳以上の高齢者（心臓疾患、高血圧等の慢性疾患
のある者、ひとり暮らしまたは同居人が日中不在の重度な要介
護者等） 
【実績】・自宅設置型：1,200名、携帯型：300名弱 
■福祉電話相談事業 
（健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課） 

・民間宅配サービス事業者、店舗事業者等との連携による見守り
サービスの実施 
■介護予防・日常生活支援総合事業 
（健康福祉局地域包括ケア推進室） 

【総合事業】 
・訪問型サービス、通所型サービス（特にＡ市独自の取組としてサ
ポーター育成研修（身体介助以外のサービス提供主体）、短時
間通所サービスを実施） 
・一般介護予防事業 
＊介護予防普及啓発事業（いこい元気広場事業、市内の「いこい
の家で週 1階専門指導員による介護予防・健康づくり」 

■障害児者生活サポート事業 
・障害者世帯に対する日常生活に関す
る支援や家事、相談や声掛け、見守り
等を実施 
■精神障害者地域移行支援特別対策
事業 
（健康福祉局障害保健福祉部精神保
健課） 

・退院可能な精神障害者の地域移行支
援（日中活動の場探し、支援体制づくり
等） 
＊平成 30年 3月障害者総合支援法
の改正で「自立生活援助の創設」（定
期的な巡回、食事や掃除、地域住民
との関係の確認等） 

■発達障害者支援センター 
（市民・こども局こども本部こども支援
部こども福祉課） 

・発達障害児者に対する相談、指導、関
係機関との連携等を行い、地域におけ
る総合的な支援体制を整備 
■障害者更生相談所（相談） 
・身体障害者・知的障害者等の在宅支
援等の専門的相談機関 

■日常生活支援（エンゼルパ
ートナー）制度 
（こども未来局こども支援部） 

・支援を必要とする世帯に対し
て家庭生活支援員を派遣、
家事や保育の手伝いを行う。 
【実績】  
・登録するひとり親世帯は 100
名弱、家庭生活支援員は
90名登録（利用料金 300
円/時間） 
■母子家庭等生活支援事業 
（こども未来局こども支援部） 

・生活相談、生活支援講習会
を実施 
・母子家庭等の生活実態やニ
ーズを踏まえ、家事、育児、
心身の健康管理等の相談を
受け付ける 

■外国人窓口相談 
（国際交流センター） 

・外国人市民の生活困りごとの
相談 
＊日常生活の困りごと相談（無
料相談/日本語、英語、中国
語、ポルトガル語、韓国語・朝
鮮語、スペイン語、タガロゴ
語） 

＊行政書士による相談（英語、
中国語、ポルトガル語、韓国
語・朝鮮語、スペイン語、タガ
ログ語、日本語） 

 
 

表Ⅰ.7.3 Ａ市における居住支援サービスの提供の実態 

Ⅰ-165～Ⅰ-166 

凡例    ：対象市の制度    ：県の制度 

※ 表Ⅰ.7.1 に示す①～⑫のサービスのうち、いずれの属性の住宅確保要配慮者にも提供されていないサービスは表記していない。 



Ⅰ-166 

 

 

  

 



Ⅰ-167 

 

 

 

 

  

母 子 家 庭

等 生 活 支

援事業 

 

日 常 生 活

支援（エン

ゼルパート

ナー制度） 

 

 
生活保護 
受給者 

 

簡易宿所か

らの民営借

家への住み

替え 

 
高齢者 

 
障害者 
精神  

疾患 

入
居
前 

入
居
中 

居住安定化支援事業 

 
転居支援 

不動産物件紹介、

仲介業者等の連

絡調整、転居支援

等 

地域生活定着支援 

生活状況の確認、

自治会・家主等と

の調整等 

高齢者への
見守り事業 

介護予防・日
常生活支援
総合事業 

日常生活自
立支援事業 

 

精神障害者地域移

行・地域定着支援

体制整備事業 

地域移行支援 

退去先探し、関

係機関調整等 

地域定着支援 

日中活動の場探

し、支援体制づ

くり等 

 
ひとり 
親世帯 

 
外国人 

契約手続

時等の通

訳派遣、

生活マニ

ュアルの

提供等 

 

緊急連絡先を確保で

きない高齢者、単身

高齢者は入居を拒ま

れる場合がある 

 

精神障害者等は生

活トラブル懸念に

より、入居を拒まれ

る場合がある 

住宅確保要配慮者に対する民営借家への入居支援の仕組みがある。しかし、要配慮者は強力不動産店に個別交渉が必要、実績のある強力

不動産店が限定的であるなど、要配慮者に対するワンストップの住宅確保の仕組みの構築まで至っていない。 

居住支援制度 

市と協定を結ぶ家賃債務保証会社を利用し、協力不動産店の協力を得て要配慮者の民間借家への入居機会を確保 

退
去
時 

母 子 家 庭

等 生 活 支

援事業（生

活相談） 

 

 

住宅部局の居住支援制

度と、他の部局の支援制

度との連携が不十分（居

住支援制度で市が協定

を結ぶ保証会社以外が、

他の事業では利用され

るケースも多い）。 

様々なバリエーションの高齢者の見守り等が実施されているが、

生活支援の充実・地域包括ケアへの展開が課題 

死亡・退去時のサービス（家財・残置物

処分等）は提供されていない 

生活保護受給者、障がい者には、入居前から入居後の生活安定期まで状況把握・居住支援の提供がされているが、体制強化が課題 

ひとり親世帯、外国人に対する

サービス提供は限定的である 

市居住支援協議会による支援と市の支援制度・事業の連

携により、要配慮者の入居前から入居中、退去時に至る

シームレスなサービスを提供し、家主が住宅確保要配慮

者に民営借家を貸しやすい環境を整備する。 

 

言葉が分からない、

生活習慣が異なる

ため、入居を拒まれ

る場合がある 

Ａ市居住支援協議

会 

シームレスな居住支援サービスの構築 

要配慮者の 

民営借家への 

入居支援 

入居後の 

安定した生活 

の確認・支援 

退去時・死亡

時の対応支援 

居住支援制度

の活用（家賃

債務保証） 

 

既存の居住

支援サービ

スの充実・

提供 

福祉団体に

よる個別居

住支援サー

ビスの提供 

現状不足する

サービス（入

居中の生活支

援、死亡時の

対応、転居時

の対応等）に

ついては、全

国で利用でき

るサービスの

利 用 の 斡 旋

（対家主・入

居者等） 

生活ニーズ把握 

問題発生時 

登録のＳＮ住

宅の紹介・マ

ッチング 

民間家賃保証

会社の利用 

Ａ市 
連携強化 

「地域みま

もり支援セ

ンター」（各

区に設置）、

生活支援コ

ーディネー

ター、地域移

行推進員、子

育て世代包

括支援セン

ター等を通

じた対応（居

住支援協議

会との連携） 

 

 

地
域
包
括
ケ
ア
（
高
齢
者
・
障
害
者
・
子
育
て
等
）
の
体
制
強
化 

住宅給付金の支給 
成年後見事業 

連携 

強化 

日常生活自立支援
事業 

住宅確保要配慮者別 居住支援サービスの提供の実態（対象市が提供）・課題 ＳＮ住宅供給と併せたサービス提供の考え方（イメージ） 

表Ⅰ.7.4 Ａ市における居住支援サービス提供の実態・課題からみたサービスの提供の考え方（イメージ） 

Ⅰ-167～Ⅰ-168 

 

 

  

凡例 
 

：要配慮者 
 ：対象市の提供サービス ：対象市の位置する県の提供サービス 

：対象市の現状の制度的課題 

 
：要配慮者の民間賃貸住宅入居の一般的課題 

：サービス提供されていない領域 



Ⅰ-168 

 

  

 



Ⅰ-169 

 

 

 入居の各段階で必要な居

住支援サービス 

Ｂ市（及び当該県）が提供する居住支援サービス 

低所得者・生活保護受給者 高齢者 障害者 ひとり親世帯 外国人 

１
．
入
居
前 

① 適切な賃貸住宅の情報

提供 

 

＜提供されていない＞ ＜提供されていない＞ 

■精神障害者地域移行支援リー

ダー育成 

（県保健福祉部障害福祉課） 

・精神障害者の地域移行・地域

定着のため支援リーダーを育成 

■利用者支援事業 

〈子育て支援相談員〉 

（市保健福祉部子ども課） 

・子育てに関する施設やサービ

ス、子育て支援相談員の配置 

＜提供されていない＞ 

③ 契約手続きサポートサ

ービスの提供 
＜提供されていない＞ ＜提供されていない＞ ＜提供されていない＞ ＜提供されていない＞ 

■生活ガイドの刊行 

（市国際交流協会） 

・「外国人市民の

ための生活ガイ

ド」の刊行  

 ⑤ 家賃・生活費等の支援 

■住宅扶助（生活保護） 

（県保健福祉部福祉指導課保護） 

■総合支援資金 

（県社会福祉協議会） 

・失業者等日常生活全般に困難を抱える世

帯への生活再建にかかる生活費を貸付 
＜提供されていない＞ ＜提供されていない＞ 

■母子・父子・寡婦福祉資金貸

付金 

（市保健福祉部子ども課） 

・母子家庭等を対象に無利子の

融資制度 

■子育て世帯まちなか住替え支

援補助金（市都市計画部住宅

政策課政策係） 

・中心市街地に住み替えをする子

育て世帯に対して、住宅取得費

や家賃を補助（家賃補助：上限

額 1万円、最大 4年間） 

＜提供されていない＞ 
■住居確保給付金の支給 

（市保健福祉部生活福祉課） 

・離職等により住居を失った者又は失うおそ

れの高い者に、就職に向けた活動をするこ

となどを条件に、一定期間、家賃相当分の

給付金を支給 

２
．
入
居
中 

⑨ 生活支援サービス（見

守り・生活サポート、生活

相談等）の提供 

■自立相談支援事業 

（市保健福祉部生活福祉課） 

・経済的な理由で生活に困っている者に対し

て、相談窓口を設置し、専門支援員が自

立に向けた支援を実施 

■安心・安全見守り隊（市保健福祉部高齢福祉課） 

・地域団体や事業者が「安心安全見守り隊」を結束。日常生活中・勤務中に

不審な事案を行政に連絡（高齢者の場合、地域包括支援センターへ連

絡）。 

・高齢者が自宅で倒れている可能性がある場合、警察に連絡・住戸内を確認

（年間実績 70件（連絡件数）） 

■在宅見守り安心システム事業 （市保健福祉部高齢福祉課） 

・緊急通報機器の設置（緊急時通報） 

・対象は 65歳以上の高齢単身・夫婦のみ世帯。 

・キーボックスにて自宅鍵を管理、緊急時に住戸に入れるようにしている。 

■愛の定期便 （市保健福祉部高齢福祉課） 

・見守りが必要な高齢者に乳製品を届け定期的に安否確認を実施 

（対象は 65歳以上高齢単身、夫婦のみ世帯） 

■生活支援配食サービス  

・高齢者単身世帯、高齢者のみ世帯の配食サービス（週５日以内、夕食提

供） 

■福祉・家事援助サービス （市保健福祉部高齢福祉課） 

・シルバー人材センターが、援助を必要な家庭を訪問し、掃除・洗濯・買物・調

理・食事・排泄の介助・外出の付添い・話し相手・などを実施 

■介護予防・日常生活支援総合事業（市保健福祉部高齢福祉課地域支援

センター） 

【総合事業（介護予防・生活支援サービス事業）】 

・訪問型サービス：住民主体による訪問型サービス（H29年 4月以降実施予

定。担い手は現在検討中） 

【その他の事業】 

・介護予防普及啓発事業：元気アップステップ運動教室、いきいき健康クラ

ブ、シルバーリハビリ体操教室等 

（障害者地域生活支援センター、

精神障害者自立支援事業所等） 

■利用者支援事業 

〈子育て支援相談員〉 

（市保健福祉部子ども課） 

・子育てに関する施設やサービ

ス、相談・助言等の実施 

・子育て支援相談員を子ども課の

窓口に配置 

 ■相談窓口 

（公益法人国際交

流協会） 

・国籍等を問わず、生

活様式や習慣などが

生じる悩み等への生

活相談、アドバイス、

情報提供の実施 ■母子・父子自立支援プログラム

策定事業  

（県福祉相談センター地域福

祉課） 

・母子・父子自立支援プログラム

策定員が就労支援の相談を受

け、自立に向けて、ハローワーク

と連携して就労支援を実施 

 

  

表Ⅰ.7.5 Ｂ市における居住支援サービスの提供の実態 

Ⅰ-169～Ⅰ-170 

凡例    ：対象市の制度    ：県の制度 

※ 表Ⅰ.7.1 に示す①～⑫のサービスのうち、いずれの属性の住宅確保要配慮者にも提供されていないサービスは表記していない。 



Ⅰ-170 

 

  

 



Ⅰ-171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表Ⅰ.7.6 Ｂ市における居住支援サービス提供の実態・課題からみたサービスの提供の考え方（イメージ） 

 

 

  

凡例 
 

：要配慮者 
 ：対象市の提供サービス ：対象市の位置する県の提供サービス 

：対象市の現状の制度的課題 

 
：要配慮者の民間賃貸住宅入居の一般的課題 

：サービス提供されていない領域 

 
低所得者 

生活保護 

受給者 

 

 
高齢者 

 
障害者 

住宅扶助 

総合支援資金 

 

 
 
 
高齢者への
見守り・生
活支援事業 
 

介護予防・
日常生活支
援総合事業 
 

精神障害者地域

移行支援リーダ

ー研修 

 
ひとり 
親世帯 

 
外国人 

生活ガ
イドの
刊行 

入
居
前 

入
居
中 

退
去
時 

利 用 者 支
援事業（子
育 て 支 援
相談） 

母 子 ・ 父
子・寡婦福
祉 資 金 貸
付制度 
 
 

高齢者には様々なバリエーションの見守り・居住支援が提供されているが、その他の属性の世帯への入居後の生活支援サービス提供の充実が課題。 

自立支援プ
ログラム策
定事業 

住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅への入居支援（情報提供・マッチング等）の仕組みがない。 
 

 住宅給付金の
支給 

死亡・退去時のサ
ービス（家財・残
置物処分等）は提
供されていない。 

住宅入居等支援
事業 

 
 
 
 
 
 
地域定着支援 

県の制度の
活用・連携 

放 課 後 児
童 健 全 育
成 事 業 ／
フ ァ ミ リ
ー・サポー
ト・センタ
ー事業 
 

生活相
談窓口 
（常設） 

➀ 市単位での居住支援協議会の設立 

・将来的な中核市への移行（住宅確保要配慮者の入居を受け

入れる賃貸住宅の登録事務の主体への移行）を見据え、市

単位での居住支援協議会を設立。 

② 既存資源の活用・つなぎ合わせによる入居時から生活段

階に至る継続的な居住支援サービスの提供体制の構築 

・市の既存の支援制度・事業、県の制度、全国的に利用でき

るサービス等を組み合わせ、住宅確保要配慮者に対するシ

ームレスなサービスを提供。 

③ 民間の福祉資源等の有効活用 

・地域における民間の居住支援団体等の福祉資源の掘り起

こしと連携。 

 ＳＮ住宅供給と併せた対象市のサービス提供イメージ 住宅確保要配慮者別 居住支援サービスの提供の実態（対象市が提供）・課題 

情報提供 

県の居住支援協議会 

連携 

登録賃貸住宅の 

紹介・マッチング 

 
民間家賃

保証会社

の利用 

 

要配慮者への 

民営借家の 

入居支援 

入居後の 

安定した生活 

の確認・支援 

退去時・死亡

時の対応支援 

地
域
包
括
ケ
ア
の
体
制
構
築
・充
実
化 

現状不足する

サービス（入

居中の生活支

援、死亡時の

対応、転居時

の対応等）に

ついては、全

国で利用でき

るサービスの

利用の斡旋

（対家主・入居

者等） 

既存資源の活用・つなぎ合わせ→段階的な充実化 

Ｂ市での居住支援協議会の設立 

連携可能な居住支援

団体等の掘り起こし・

連携 

 

登録賃貸住宅の 

確保（掘り起こし） 

既存の市の

居住支援サ

ービスの充

実・提供 

（高齢者の

見守りサー

ビス等を中

心とし、障害

者・ひとり親

世帯向けサ

ービス等） 

情報提供・
斡旋・連携 

住宅提供（転貸等）に

係る地域の民間団体

の掘り起こし・連携 

Ⅰ-171～Ⅰ-172 



Ⅰ-172 

 

 

 

  

 



Ⅰ-173 

 

３）民間団体等による住宅サービス及び居住支援サービスの提供の考え方 

家主の不安を解消し、住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の要求を進めるためには、行政主導による

居住支援協議会の設立による各種主体が連携した居住支援サービスの充実を図ることに加えて、民

間団体等が家主から住宅を賃貸し、それを住宅確保要配慮者に転貸するしくみの構築・普及が効果的

と考えられる。 

そこで、担い手となる民間団体の掘り起こしに向けて、関わりが期待できると考えられる民間団体

との意見交換を通じて、民間団体等による住宅及び居住支援サービスの提供のスキームについて整

理した。 

（１）基本スキーム 

基本スキームを図Ⅰ.7.3に示す。  

① 建物の賃貸借と入居者への転貸借 

・民間団体が家主から建物を賃貸借し、それを住宅確保要配慮者（入居者）に転貸借する。 

・民間団体による住宅の賃貸借は、１棟全体を賃貸借する場合と、異なる建物の空き家を住戸単位

で賃貸借する場合が想定されるが、前者の場合は民間団体が入居者管理・建物管理を一体的に行

うが、後者の場合は建物管理については管理業者に委託することが一般的と考えられる。 

・なお、NPO法人等の民間団体の参入を促進するためには、家主への「家賃保証（空室率にかかわ

らず一定額の家賃を保証）はなし」とすることが望ましい。 

② 居住支援サービスの提供 

・併せて、入居者の特性に応じて、民間団体が有する居住支援サービス（見守り等）を提供する。 

・または、居住支援協議会の構成メンバー（全国的に利用できる公的組織や民間のサービスを含む）

が提供するサービスを活用する。 

・なお、民間団体は都道府県から「居住支援法人」の指定を受けて活動することが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

  

連携 

居住支援協議会（提供サービス） 

家主 

住宅確保

要配慮者 

（入居者） 

・入居者のマッチング 

・契約業務 

・賃料の徴収 

・管理業務（入居者管理・建

物管理）等 

民間団体等（NPO法人等） 
転貸借契約 

賃料 

居住支援サービス 

賃貸借契約 

賃料収入※ 

－管理費 

※ 家主への家賃保証はなし 

（入居率に応じた実賃料収入） 

管理会社 

・建物管理（住戸単位

での賃貸借の場合） 

図Ⅰ.7.3 民間団体による住宅サービス及び居住支援サービス提供の基本イメージ 



Ⅰ-174 

 

（２）住宅及び居住支援サービスの提供 

地域で活用可能な住宅及び居住支援サービスの提供の担い手の例として、表Ⅰ.7.7 に示すような

タイプが想定できる。対象市の想定される担い手へのヒアリング調査等による検討の結果、Ａ市に

おいては①～③のタイプ、地方都市のＢ市においても②、③のタイプの可能性がある。 

 

 イメージ 概要 

 

  

   

   

 

ＮＰＯ法人 

入居者 ・住宅サービス 

・福祉サービス 

転貸借契約 

居住支援サービス（見守り等） 

ＮＰＯ法人 

・住宅サービス 入居者 

転貸借契約 

ＮＰＯ法人 

・福祉サービス 

ＮＰＯ法人 

（中間支援組織） 

居住支援サービス 

連携 

おたがいさまＭ 

（助け合い組織） 

(TASUKEAI  

保健生協 

コープ生協 

パルシステム 

入居者 

転貸借契約 

居住支援サービス ※ 

（家事支援・移動支援・介

護予防等） 

宅配・見守り 

（会員） 

 

KAIINNOBAAI ) 

 

（生活相談・見守り等） 

③ 

生
協
連
携
型 

・３生協（コープ生協、パルシステム、

保健生協）が地域包括ケアの一翼を

担えるよう、会員外も対象にした助け

合いの組織「おたがいさまＭ」を共同

で設立。 

・法人化により住宅サービス（転貸借）

を提供するとともに、会員ボランティ

ア等による各種の居住支援サービス

を提供。 

・また、組合員には、食材・商品、夕食

等の宅配サービスに併せて、見守り

サービス（遠隔地の親族へのお届け

確認メールサービス）の提供。 

① 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
単
独
型 

② 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
連
携
型 

・住宅サービスと福祉サービスを提

供できるＮＰＯ法人が、単独で住宅

サービス（住戸の転貸借）と居住支

援サービスを提供。 

・提供できる福祉サービスの種類に

対応した要配慮者を入居対象とす

る。 

・住宅サービスを提供するＮＰＯ法人

（すまい・まちづくり系）が、福祉サー

ビスを提供するＮＰＯ法人と連携し、

単独で住宅サービス（住戸の転貸

借）と居住支援サービスを提供。 

・中間支援組織であるＮＰＯ法人のも

とでＮＰＯ間の調整・連携することも

考えられる。 

・入居対象に応じた福祉サービス（生

活相談・見守り・子どもの居場所提

供等）を提供するＮＰＯ法人と連携。 

※ 現況の会員間の助け合いサービスを、

会員外も対象に拡充して展開 

表Ⅰ.7.7 住宅及び居住支援サービスの提供の担い手のタイプ（例） 


